
泰阜村長宛

注意事項

４．納期の特例を受けようとする月の月末までに提出してください。

申
請
者

　申請日前６ヶ月間の
　給与支払い状況

泰阜村に住所を有するものの氏名 

　１．現に地方税に滞納があり又は、
　　　最近において著しい遅延の事実
　　　がある場合において、それがや
　　　むを得ない理由によるものである
　　　ときはその理由
　２．申請の日前１年以内において、
　　　その承諾が取り消されたことが
　　　ある場合にはその年月日

納期の特例を受けようとする税額 　平成　　　　　年　　　　　月以降の納入に係る村民税・県民税の特別徴収税額

　　　　年　　　　月分

　　　　年　　　　月分

　　　　年　　　　月分

　　　　年　　　　月分

人

人

人

人

人

令和　　　　年　　　　月　　　　日提出

特別徴収義務者
指定番号

法人番号又は
個人番号

担当者氏名

電話番号

住所又は
所在地

氏名又は
法人の名称
代表者氏名 印

地方税法３２１条の５の２第１項の規定による特別徴収税額の納期の特例について承認を申請します。

特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

申請日前６ヶ月間の月別の
給与の支払を受ける者の人数

及び当該給与の支払額

臨時に雇用しているものの人数
及び当該給与の支払金額

円

円

円

円

　　　　年　　　　月分

　　　　年　　　　月分
人

人 円

人 円

円

円

人 円

人 円

人 円

人 円

１．給与の支払いを受ける者の人数が「常に１０人未満」というのは、常に１０人に満たないことであって、多忙な時期などに
　　おいて臨時に雇い入れたものがいるような場合は、その人数は除きます。

２．給与の支払いを受ける人員が１０人以上になった場合は、その旨を届け出てください。
３．この申請書は、申請をした年度以降においても、特別徴収税額がある場合には継続して承認しますので、年度ごとの
　　申請書の提出は必要ありません。


